
東北防衛局達第８号

隊員の任免等の人事管理の一般的基準に関する訓令（昭和３７年防衛庁訓令第６６

号）第２３条の規定に基づき、東北防衛局身分証明書取扱規則を次のように定める。

平成１９年９月１日

東北防衛局長 酒井 隆

東北防衛局身分証明書取扱規則

改正 平成２１年４月７日東北防衛局達第５号

平成２４年３月１日東北防衛局達第２号

令和２年３月３１日東北防衛局達第１号

令和２年１２月２４日東北防衛局達第７号

（通則）

第１条 東北防衛局職員の身分証明書の取扱いについては、この規則によるものとす

る。

（身分証明書の所持）

第２条 職員（自衛官及び非常勤職員を含む。以下同じ。）は、常に身分証明書を所

持し、正当な理由で提示を求められたときは、いつでもこれを提示しなければなら

ない。

２ 職員は、身分証明書を亡失し、又は汚損しないよう十分注意し、かつ、他人に貸

与し、又は譲渡してはならない。

（身分証明書の様式等）

第３条 身分証明書の様式は、別記第１号様式のとおりとする。ただし、ＩＣカード

（特定の個人を識別し得る情報を記録した半導体集積回路を内蔵する電磁的記録媒

体で券面に偽変造防止策を施したものをいう。以下同じ。）である身分証明書の様

式については、隊員の任免等の人事管理の一般的基準に関する訓令（昭和３７年防

衛庁訓令第６６号）第２３条第６項によるものとする。

２ 身分証明書は、発行の日から１０年ごとに更新するものとする。ただし、ＩＣカ

ードである身分証明書にあっては、５年ごととする。

３ 身分証明書の発行番号は一連番号とし、一度使用した番号は、次に更新するまで

の間、再度使用しないものとする。

４ 身分証明書に貼り付ける写真は、発行の日前３月以内に撮影した、脱帽正面向き

上半身のものでなければならない。

（発行責任者）

第４条 東北防衛局としての身分証明書の発行事務の責任者は、東北防衛局総務部長

（以下「発行責任者」という。）とする。



（身分証明書の発行）

第５条 発行責任者は、新たに職員となった者（ＩＣカードである身分証明書を既に

有している者を除く。）に対して、速やかに身分証明書を発行するものとする。

２ 発行責任者は、別記第２号様式による身分証明書発行簿を備え、身分証明書を発

行するときは、それに登録し、発行を受けた職員に受領したことを確認させるもの

とする。ただし、東北防衛局以外の機関で発行されたＩＣカードである身分証明書

を既に有している職員が転入してきた場合、発行責任者は当該身分証明書を別記第

２号の２様式による身分証明書発行簿に登録することをもって、新たに身分証明書

を発行したものとみなす。

３ 発行責任者は、身分証明書用紙の保管及び出納の状況を明らかにしておかなけれ

ばならない。

（身分証明書の再発行）

第６条 発行責任者は、職員が次の各号のいずれかに該当したときは、その者に対し

て身分証明書を再発行するものとする。

(1) 身分証明書を亡失又は汚損等したとき。

(2) 身分証明書の記載事項に異動があったとき。

(3) 容ぼうが貼り付けた写真と相違し、本人であることが確認できなくなったと

き。

２ 職員は、前項各号に掲げる場合に該当したときは、別記第３号様式による身分証

明書再発行願を発行責任者に提出しなければならない。

３ 職員は、亡失又は汚損をした場合には、前項に定める身分証明書再発行願に始末

書を添え、発行責任者に提出しなければならない。

４ 職員は、第１項第２号及び第３号に掲げる場合に該当したときは、再発行を受け

る前に、現に所持する身分証明書を発行責任者に返納しなければならない。

（身分証明書の返納）

第７条 職員は、職員の身分を失ったときは、直ちに身分証明書を発行責任者に返納

しなければならない。

２ 職員は、発行責任者の異なる勤務部署に異動したときは、身分証明書をその発行

を受けた発行責任者に返納しなければならない。ただし、ＩＣカードである身分証

明書を有している職員についてはこの限りではない。

３ 発行機関が陸上自衛隊、海上自衛隊及び航空自衛隊以外のＩＣカードである身分

証明書を有している職員が陸上自衛隊、海上自衛隊又は航空自衛隊に異動したとき

は、当該職員は、前項ただし書きの規定にかかわらず、身分証明書を発行責任者に

返納しなければならない。

４ 発行責任者は、東北防衛局以外の機関で発行されたＩＣカードである身分証明書

において、返納又は亡失があった場合は、速やかにその発行機関に返納又は亡失の

通知をするものとする。

５ 発行責任者は、職員が他省庁等へ出向又は第３項により返納を受けたＩＣカード

である身分証明書について、当該身分証明書を次に更新するまでの間、適切に保管



しなければならない。

６ 職員は、第３条第２項による期限満了に伴う身分証明書の更新時には、現に所持

する身分証明書を発行責任者に返納しなければならない。

７ 発行責任者は、前条第４項若しくは第１項から第３項及び第６項により身分証明

書の返納又は前条第２項の身分証明書再発行願の提出を受けたときは、身分証明書

発行簿の当該身分証明書欄の記載事項を抹消し、その備考欄に処理年月日及び理由

を付記するとともに、第４項の規定又は亡失の場合及び前項の規定により保管する

場合を除き、返納を受けた身分証明書を裁断する等、確実に廃棄しなければならな

い。

附 則

この達は、平成１９年９月１日から施行する。

附 則

１ この達は、平成２１年４月７日から施行し、この達による改正後の東北防衛局

身分証明書取扱規則の規定は、同年４月１日から適用する。

２ この達の施行の際に現に存する身分証明書は、当分の間、使用できるものとす

る。

附 則 〔平成２４年３月１日東北防衛局達第２号〕

この達は、平成２４年３月１日から施行する。

附 則〔令和２年３月３１日 東北防衛局達第１号〕

この達は、令和２年４月１日から施行する。

附 則〔令和２年１２月２４日 東北防衛局達第７号〕

この達は、令和３年１月１日から施行する。



（別記）

第１号様式（第３条関係）

寸法の数字はミリメートル

85

79

24

身 分 証 明 書

30 写 真 防衛省 Ministry of Defense
Government of Japan

氏 名
60 54 (刻印) (NAME) （表）

上記の者は、東北防衛局の職員であることを証明する｡
(有効期限：令和 年 月 日)

局長印

東 北 防 衛 局 長

85

79

生年月日 昭和 年 月 日

発行番号 第 号

(DATE OF BIRTH) ＊* ＊＊＊ ＊＊＊＊

注意事項

60 54 1 この証明書は、職務に従事するときは、常に所持しなければならない。 （裏）
2 この証明書は、他人に貸与し、又は譲渡してはならない。

3 この証明書は、東北防衛局の職員でなくなったときは、直ちに返納しな

ければならない。

4 この証明書の記載事項に変更等があったときは、再発行を受けなければ

ならない。

5 この証明書の紛失時は、発行機関まで速やかに届け出ること。

【この証明書を拾得された方は、発行機関まで連絡ください。】

発行機関：東北防衛局 TEL 022-297-8209

注： １ 生年月日欄中「昭和」は、適宜「平成」及び「令和」に置き換えること。

２ （DATE OF BIRTH）欄には、日、月（英語３字略記）及び西暦を記載すること。



（別記）

第２号様式（第５条関係）

身　分　証　明　書　発　行　簿
（IC・非IC）

発　行 発行 転　入 転　出 返  納

年月日 番号 年月日 年月日 年月日

注：１ 備考欄には整理上必要な事項を記入するものとする。

    ２ 身分証明書の種類により別葉とする。

備　考勤務部課名 氏　名 生年月日
受領
確認



（別記）

第２の２号様式（第５条関係）

身　分　証　明　書　発　行　簿
（他機関発行）

発　行 発行 転　入 転　出 返  納

年月日 番号 年月日 年月日 年月日

注： 備考欄には整理上必要な事項を記入するものとする。

勤務部課名 氏　名 生年月日 発行機関名 備　考



第３号様式（第６条関係）

令和 年 月 日

総 務 部 長 殿

職又は所属

官 名

氏 名

身 分 証 明 書 再 発 行 願

私は、下記理由により、身分証明書の再発行をお願いします。

記

１ 身分証明書番号

２ 理 由

注１：汚損等のときは、その汚損等した身分証明書を添付すること。

注２：亡失、汚損のときは、理由欄に亡失、汚損の日時、場所、経緯及び亡

失後に採った措置について記載すること。


